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府中市木造住宅耐震診断調査助成金交付要綱 

平成１７年１０月１４日 

要綱第７８号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民生活の基盤となる住宅の防災機能の向上を図るととも

に、住宅の安全に対する市民の意識の啓発を促すため、市内に存する木造住宅

の耐震診断調査に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

 (1) 木造住宅 主要構造部が木造である一戸建ての住宅（店舗等の用途を兼ね

るもの（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１未満のもの

に限る。）を含む。） 

 (2) 耐震診断調査 「木造住宅の耐震診断と補強方法」（一般財団法人日本建築

防災協会発行）の最新の図書に基づき、住宅の構造等の調査を行い、地震に

対する住宅の安全性を評価すること及び改修の概略の設計又は改修費の見積

りを行うことをいう。 

 (3) 調査機関 建築士法（昭和２５年法律２０２号）第２条第１項に規定する

建築士で、原則として一般社団法人東京都建築士事務所協会南部支部に所属

する者をいう。 

 (4) 耐震改修 耐震診断調査を行った結果、地震に対する安全性の向上を目的

として行う住宅の改修、修繕又は補強をいう。 

 (5) 所有者等 木造住宅の所有者（個人に限る。以下「所有者」という。）、所

有者の配偶者又は所有者の二親等以内の親族（耐震診断調査を行うことにつ

いて所有者の承諾を得ている者に限る。）をいう。 

 （助成対象住宅） 

第２条の２ 助成の対象となる住宅は、次の各号のいずれかの木造住宅のうち、

市内に存するものとする。 

 (1) 昭和５６年５月３１日以前に新築の工事に着手された住宅 

 (2) 昭和５６年６月１日から平成１２年５月３１日までの間に新築の工事に着

手された平屋建て又は２階建ての住宅で在来軸組工法により建てられたもの 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める住宅 
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第３条 助成を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件を満たす者と

する。 

 (1) 所有者等であること。 

 (2) 次のア又はイのいずれかに該当する者であること。 

ア 現に自らの住居として使用している者 

イ 耐震診断調査又は耐震改修の実施後速やかに自らの住居として使用する

ことを市長に誓約している者 

 (3) 調査機関に依頼して耐震診断調査を行った者であること。 

 (4) 地方税を滞納していないこと。 

（助成金の額等） 

第４条 助成金の額は、耐震診断調査に要した費用に３分の２を乗じて得た額（そ

の額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とし、

１２万円を限度とする。 

２ 助成金の交付は、同一の住宅に対して１回限りとする。 

（事前相談） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者は、耐震診断調査を実施する前に、市

長に対して当該助成金の交付について相談を行わなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する事前相談の結果について、通知書により、当該相談

を行った者に通知するものとする。 

（助成金の申請） 

第６条 前条第１項に規定する事前相談を行い、助成金の交付が必要と認められ

た者は、耐震診断調査の実施後に申請書に次の書類を添えて速やかに市長に申

請しなければならない。 

(1) 耐震診断調査結果報告書 

(2) 耐震診断調査に係る契約書の写し 

(3) 耐震診断調査費用を支払ったことを証する領収書の写し 

２ 前項の申請をする者は、耐震診断調査を実施する事業者に交付決定後の助成 

金に係る請求及び受領に関する権限を委任することができる。 

 （助成金の交付の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交

付の可否を決定し、通知書により当該申請をした者に通知するものとする。 

２ 市長は、交付の決定に当たり、必要な条件を付すことができる。 

 （権利譲渡の禁止） 
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第７条の２ 前条第１項の規定により助成金の交付決定の通知を受けた者（以下

「交付決定者」という。）は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供しては

ならない。 

（助成金の請求） 

第８条 交付決定者は、速やかに市長に助成金の交付を請求するものとする。 

２ 第６条第２項の規定による委任があったときは、前項の規定による請求は、

当該委任を受けた事業者が行うものとする。 

（助成金の交付） 

第９条 市長は、前条の規定による請求に基づき、速やかに助成金を交付するも

のとする。 

 （決定の取消し） 

第１０条 市長は、交付決定者が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付

の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (1) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。 

 (2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他関係法令に違反し

たとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、通知書により交付

決定者に通知するものとする。 

 （助成金の返還） 

第１１条 市長は、前条第１項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場

合において、当該取消しに係る部分について既に助成金が交付されているとき

は、期限を定めて、その返還を命じなければならない。 

 （延滞利子） 

第１２条 市長は、前条の規定による助成金の返還を命じた場合において、助成

金の交付を受けた者が期限までに返還をしなかったときは、期限の翌日から返

還までの日数に応じ未返還額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した

延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付させるものとする。 

（財産処分の制限） 

第１３条 交付決定者は、助成金の交付により効用の増加した財産を、助成金の

交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取

り壊そうとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

 （関係帳簿等の備付け） 

第１４条 交付決定者は、耐震診断調査に係る収入及び支出を記載した帳簿その
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他の関係書類を助成対象事業の完了する日の属する年度の終了後５年間保管し

ておかなければならない。 

（様式） 

第１５条 この要綱の施行に必要な様式は、別に定める。 

（雑則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成１７年１０月１７日から施行する。 

付 則（平成２１年３月１８日要綱第２０号） 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

付 則（平成２５年３月２８日要綱第５４号） 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   付 則（平成２９年３月１０日要綱第１７号） 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   付 則（平成３０年３月２６日要綱第３３号） 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   付 則（令和３年３月３０日要綱第２９号） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   付 則（令和４年３月２８日要綱第３８号） 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   付 則（令和７年３月３１日要綱第６４号） 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

   付 則（令和７年１２月１０日要綱第１３２号） 

 この要綱は、令和７年１２月１０日から施行する。 

 


